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１．総則 

１－１ 目的 

   この基準は、水道法（以下「法」という。）、水道法施行令（以下「政令」という。）、

水道法施行規則、宇治市水道事業給水条例（以下「条例」という。）、宇治市水道事業

給水条例施行規程、宇治市水道事業管理規程による諸基準、その他関係法令に基づき

施行する給水装置工事について、設計から施工までの必要事項を定め、その適正かつ

合理的な実施を図ることを目的とする。 

 

１－２ 給水装置 

（１）給水装置 

   給水装置とは、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具 

をいう。 

配水管から分岐した給水管に直結していない給水用具、つまり吐水口空間によって 

配水管を流れる水との水理的な一体性が失われ、一旦大気開放されて自由水面となる受

水槽や高置水槽以下の給水管や給水用具は給水装置ではない。 

 給水装置は、次の３種とする。 

① 専用給水装置 

１世帯（戸）または１箇所で専用するもの 

② 私設消火栓 

消防用に使用するもの 

③ 共用給水装置 

２世帯（戸）または２箇所以上で共用するものまたは公衆の用に供するもの 

 

（２）流末装置 

   流末装置とは、給水装置から受水するために設けられた受水槽及びこれに直結する給

水用具をいう。 

 
（３）給水装置工事 
   給水装置工事とは、給水装置の設置または変更の工事をいい、調査から計画、設計、

施工、検査までの一連の過程をすべて含むものである。 
   本市では、給水装置工事の種類を次のとおり分類する。 

① 新設工事 
    新たに給水装置を設置する工事 
② 改造工事 

給水管（メータ）口径を変更せずに給水装置の原形を変える工事 
③ 改造口径変更工事 

給水管（メータ）口径を変更し給水装置の原形を変える工事 
④ 増設工事 
   給水管を延長し給水栓の数を増やす工事 
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⑤ 修繕工事 

      給水装置の原形を変えないで、給水管・給水栓等の部分的な破損箇所を修理す

る工事 

⑥ 撤去工事 

      給水装置を配水管の分岐部から取り外す工事 

   ⑦ 止水栓止工事 

      宅地開発事業に伴い、止水栓までの給水装置を設置する工事 

 

（４）給水装置工事の施行 

   給水装置工事は、宇治市長（以下「管理者」という。）が法第１６条の２第１項の指

定をした指定給水装置工事事業者（以下「指定業者」という。）が施行する。 

 

（５）指定給水装置工事事業者制度 

 水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が政

令で定める基準に適合することを確保するため、当該水道事業者の給水区域において給

水装置工事を適正に施行することができると認められる者の指定をすることができる。

（法第１６条の２第１項） 

 

① 指定工事事業者制度は、給水装置の構造及び材質が、政令第６条に定める基準に適

合することを確保するため、管理者が、給水区域内において給水装置工事を適正に施

行することができると認められる者を指定する制度である。 

 

② 指定業者が行う給水装置工事は、技術力を確保するため、給水装置工事主任技術者

（以下「主任技術者」という。）のもとで行う。 

 

（６）給水装置工事主任技術者の責務 

① 主任技術者の職務 

給水装置工事主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。 

ⅰ）給水装置工事に関する技術上の管理 

ⅱ）給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督 

ⅲ）給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が法第16条の規定に基づく政令で定

める基準に適合していることの確認 

ⅳ）その他国土交通省令で定める職務       （法第２５条の４第３項） 

② 主任技術者の役割 

ⅰ）調査段階から検査段階に至るまでの技術の要として、その役割を果たすこと。 

ⅱ）工事現場の状況、工事内容に応じて、必要となる工種及び技術的な難易度、並び

に関係行政機関等との調整及び手続きを速やかに行うこと。 

ⅲ）給水装置工事に従事する従業員等に対して、指導監督を十分に行うとともに、関

係者間の相互信頼関係の要となること。 

ⅳ）給水装置工事に関る記録を適正に整備保存すること。 
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１－３ 給水装置の構造及び材質 

（１）給水装置の構造及び材質の基準 

給水装置は、配水管と機構的に一体をなしているので、水撃作用や水の逆流による汚

染等は、他の多くの給水装置にまで悪影響を及ぼすおそれがある。従って、給水装置の

構造及び材質は、給水装置からの水の汚染を防止する等の観点から、法及び施行令に定

める基準に適合しているものでなければならない。 

給水装置の構造及び材質について法令等の規定は、次のとおりである 

①  法第１６条（給水装置の構造及び材質） 

水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、

政令で定める基準に適合していないときは、供給規定の定めるところにより、その者の

給水契約の申込みを拒み、またはその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間そ

の者に対する給水を停止することができる。 

 

②  政令第６条（給水装置の構造及び材質の基準） 

ⅰ）配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から 30 センチメートル以上離

れていること。 

ⅱ）配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、

著しく過大でないこと。 

ⅲ）配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。 

ⅳ）水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、または

漏れるおそれがないものであること。 

ⅴ）凍結、破壊、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。 

ⅵ）当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。 

ⅶ）水槽、プール、流しその他水を入れ、または受ける器具、施設等に給水する給水装

置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。 

ⅷ）上記に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、国土交通省令（浄水

の水質を保持するために必要な技術的細目にあっては、国土交通省令・環境省令）で

定める。 
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③ 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令 

   給水装置の構造及び材質の基準に関する省令において定められた技術的細目のうち

「給水装置の構造及び材質の基準」は、次のとおりとする。 

 

表１－１ 給水装置の構造及び材質の基準 

 給水管及び給水用具の性能基準 給水装置システム基準 

耐圧に関する基準 

（基準省令第１条） 

・給水管及び給水用具に静水圧

（1.75MPa）を加えたとき、水漏れ・

変形・破壊その他の異常が認められ

ないこと。 

・給水管や継手の構造及び

材質に応じた適切な接合

が行われていること。 

浸出等に関する基準 

（基準省令第２条） 

・給水管や水栓等からの金属等の浸

出が一定値以下であること（例：給

水管からの鉛の浸出：0.01mg/ℓ以下

であること）。 

・水が停滞しない構造とな

っていること。 

水撃限界に関する基準

（基準省令第３条） 

・水栓等の急閉止により 1.5MPa を

越える著しい水撃圧が発生しないこ

と。 

・水撃圧を緩和する器具を

設置すること。 

防食に関する基準 

（基準省令第４条） 

 ・酸・アルカリ・漏えい電

流により侵食されない材

質となっていること、また

は防食材や絶縁材で被覆

すること。 

逆流防止に関する基準

（基準省令第５条） 

・逆止弁等は、低水圧（3kPa）時に

も高水圧（1.5MPa）時にも水の逆流

を防止できること。 

・給水する箇所には逆止弁

等を設置するほか、または

水受け部との間に一定の

空間を確保すること。 

耐寒に関する基準 

（基準省令第６条） 

・低温（－20℃±2℃）に曝露された

後でも、当初の性能が維持されてい

ること。 

・断熱材で被覆すること。 

耐久に関する基準 

（基準省令第７条） 

・弁類は、10 万回繰り返し作動した

後でも、当初の性能が維持されてい

ること。 
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（２）給水管の種類 

現在、一般に使用されている給水管の管種と適用規格を表１－２に示す。 

また、主として、口径 50 ㎜以下に使われる給水管の長所・短所を整理すると表１－３

のようになる。 

表１－２ 給水管の管種と適用範囲 

 

管 種 口径（mm） 適用規格 

水道用 硬質塩化ビニルライニング鋼管 15～150 ＪＷＷＡ Ｋ 116 

 〃  ポリエチレン粉体ライニング鋼管 15～100 ＪＷＷＡ Ｋ 132 

 〃  耐熱性硬質塩化ビニル鋼管 15～100 ＪＷＷＡ Ｋ 140 

 〃  硬質塩化ビニル管 
13～150 ＪＩＳ Ｋ 6742 

 〃  耐衝撃性硬質塩化ビニル管 

 〃  ゴム輪形硬質塩化ビニル管 50～150 ＪＷＷＡ Ｋ 127 

 〃  ゴム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニル管 50～150 ＪＷＷＡ Ｋ 129 

 〃  耐熱性硬質塩化ビニル管 50～150 ＪＩＳ Ｋ 6776 

 〃  ポリエチレン二層管 13～50 ＪＩＳ Ｋ 6762 

 〃  銅管 10～50 ＪＷＷＡ Ｈ 101 

 〃  ステンレス鋼管 13～50 ＪＷＷＡ Ｇ 115 

 〃  波状ステンレス鋼管 13～50 ＪＷＷＡ G 119 

 〃  ポリエチレン複合鉛管 13～25 ＪＩＳ Ｈ 4312 

 〃  ダクタイル鋳鉄管 75~（2,600） 
ＪＩＳ Ｇ 5526 

ＪＷＷＡ Ｇ 113 

 〃  ダクタイル鋳鉄異形管 75～（2,600） ＪＷＷＡ Ｇ 114 

 〃  架橋ポリエチレン管 10～50 ＪＩＳ Ｋ 6787 

 〃  ポリブテン管 10～50 ＪＩＳ Ｋ 6792 

 〃  塗覆装鋼管 80～（3,000） ＪＷＷＡ Ｇ 117 

 〃  塗覆装鋼管の異形管 80～（3,000） ＪＷＷＡ Ｇ 118 
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表１－３ 主な給水管の一般的な長所・短所 

長 所 短 所 

硬質塩化ビニルライニング鋼管 

○ 強度が大きく、外傷に強い。 

○ 管内面にスケールが発生せず通水能力

も大きい。 

○ 建築物内の配管に適している｡ 

○ 管の切断、ねじたてにあたり、ビニル

部への局部加熱を避ける配慮が必要であ

る｡ 

○ 修繕が面倒である｡ 

ポリエチレン粉体ライニング鋼管 

○ ポリエチレンの密着性が高い。 

○ 温度変化による収縮はく離がなく低温

特性が良好であるから寒冷地の使用に適

している。 

○ 高熱に弱く、熱のかかる切断方法はで

きない｡ 

硬質塩化ビニル管 

○ 耐食性に優れ、酸・アルカリに侵され

ない。 

○ 電食の恐れがない。 

○ 管肌が滑らかでスケールも発生しない

ので水が汚染されず、通水能力も極めて

よい。 

○ 重量が軽く、取扱いが容易である。 

○ 価格は最も低謙である。 

○ 衝撃に弱いので、露出配管は危険であ

る｡ 

○ 熱に対して弱いので温度が 60℃以上

の場合には不適当である。 

○ 紫外線に侵されやすいので屋外露出配

管は老化を早める。 

○ 熱膨張率が高く、地上露出で延長の長

い場合は伸縮継手を必要とする｡ 
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 

○ 耐食性に優れ、酸・アルカリに侵され

ない。 

○ 電食のおそれがない。 

○ 耐衝撃性が若干大きい｡ 

○ 管内面にスケールが発生せず、通水能

力も大きい。 

○ 重量が軽く、取扱いが容易である｡ 

○ 熱に弱いので温度が 60℃以上の場合

には不適当である｡ 

○ 紫外線により、漸次機械的強度が低下

するので屋外露出配管には適さない｡ 

ポリエチレン二層管 

○ 耐食性に優れ、酸・アルカリに侵され

ない。 

○ 耐衝撃強さが大である｡ 

○ 耐寒性に優れている｡ 

○ たわみ性に富み、耐震性に優れている｡ 

○ 長尺ものであるので、漏水の原因とな

る継手数が少なくてすむ｡ 

○ 引張強さが小さく、管の内圧強度も比

較的低い｡ 

○ 可とう性で、高温（使用最高温度・軟

質管 30℃、硬質管 40℃）に対して弱い。 

○ 有機溶剤・ガソリンに侵されやすい。 
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長 所 短 所 

銅  管 

○ 抗張力が大きく、重量が軽く運搬に便利

である｡ 

○ アルカリに侵されないからコンクリート

やモルタルの中に埋め込む場合に適してい

る｡ 

○ 管内にスケールの発生がない。 

○ 管厚がうすいため、つぶれやすく取扱

いに注意を要する｡ 

○ 布設延長が大で使用頻度の低いとこ

ろでは緑青の発生を見ることがある｡ 

ステンレス鋼管 

○ 耐食・耐錆・耐熱性等機械的に優れてい

る｡ 

○ 管厚が薄く、軽量で運搬しやすい｡ 

○ 切断面のバリや曲げ加工時にシワが

できやすい。 

○ 薄肉であるため管端が変形しやすい

ので加工、取扱いには注意を要する。 

ポリエチレン複合鉛管 

○ 柔軟性に富み、屈曲自在に施工できる｡ 

○ 耐久性が大きい｡ 

○ 凍結・外傷に弱い。 

ダクタイル鋳鉄管 

○ 強度・耐衝撃性が大きい｡ 

○ 外傷・凍結に強い。 

○ 重量が重い｡ 

○ 異形管の布設がやや面倒である｡ 

架橋ポリエチレン管 

○ 耐熱性・耐食性に優れ、軽量で柔軟性に

富んでいる｡ 

○ 耐寒性にも優れ、寒冷地の使用に適して

いる｡ 

○ 管内スケールの付着が少なく、流体抵抗

が小さい。 

○ 熱膨張性が大きいため、配管には注意

が必要である｡ 

 

ポリブテン管 

○ 高温時でも高い強度を持ち、熱水による

腐食もないので、温水配管に適している｡ 

○ 熱による膨張破裂のおそれがあり、使

用圧力により注意が必要である｡ 

 

※ 給水管・給水用具の大きさの呼称は、口径とした。大きさの呼称には呼び径、口径、

大きさの呼び等が使われ、それぞれに意味があるが,特に断りのない限り便宜的に口径

と呼ぶことにする｡ 

※ 使用圧力とは,通常の使用状態における水の圧力であって、止水状態の最高圧力（静

水圧）をいう｡ 



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

２．給水装置の基本計画 
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２．給水装置の基本計画 

給水装置の基本計画は、基本調査、給水方式の決定、計画使用水量の決定、給水管口

径の決定等からなっており、給水装置にとって最も基本的な事項を決定するもので極め

て重要である。 

２－１ 基本調査 

給水装置工事の依頼を受けた指定業者は現場の状況を把握するために必要な調査を行

うこと。基本調査は、計画・施工の基礎となる重要な作業であり、調査の良否は計画の策

定、施工、さらには給水装置の機能にも影響するものであるので、慎重に行なうこと。 

標準的な調査項目、調査内容は次のとおりである。 

表２－１ 調査項目と内容 

調査項目 調 査 内 容 

指定業者が行う調査（確認） 

の場所 

申込者

に確認 

上下水

道部に

て確認 

現地に

て確認 
その他 

1.工事場所 町名、番地等住居表示番号 ○  ○  

2.使用水量 
使用目的（事業・住居）、使用人

員、延床面積、取付栓数 
○  ○  

3.既設給水装置の 

有無 

所有者、布設年月日、形態、口径、

管種、布設位置、水栓番号 
○ ○ ○ 所有者 

4.屋外配管 
水道メータ・止水栓（仕切弁）の

位置、布設位置 
○  ○  

5.屋内配管 
給水栓の位置（種類と個数）、給

水用具 
○  ○  

6.配水管の布設状況 
口径、管種、布設位置、仕切弁、

配水管の水圧、消火栓の位置 
 ○ ○  

7.道路の状況 
種別（公道・私道）、幅員、舗装種

別、舗装年次 
  ○ 

道 路 

管理者 

8.各種埋設物の有無 
種類（下水道・ガス・電気・電話

等）、口径、布設位置 
  ○ 

埋設物 

管理者 

9.現地の施工環境 
施工時間（昼・夜）、関連工事、交

通量 
  ○  

10.既設配水管から 

分岐する場合 

所有者、給水戸数、布設年度、口

径、布設位置、既設建物との関連 
○ ○ ○ 所有者 

11.受水槽方式の場合 
受水槽の構造、位置、点検口の位

置、配管ルート 
○  ○  

12.工事に関する同意

承諾の取得確認 

私有地給水管埋設の同意、分岐の

同意その他利害関係人の承諾 
○   

利 害 

関係人 

13.建築確認 建築確認済証 ○    
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２－２ 給水方式の決定 

   給水方式には、直結式、受水槽式及び直結・受水槽併用式があり、その方式は給水高

さ、所要水量、使用用途及び維持管理面を考慮し決定すること。 

   本市では、直結式または受水槽式を採用しているため、これらの方式から決定するこ

と。 

   なお、原則として一つの建物には一つの給水方式で給水するものとする。 

 

図２－１ 給水方式の分類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 以下に参照基準及び要領を示す。 

     直結直圧式：給水装置工事基準、直結式給水施行要領（対象建築物による） 

     直結増圧式：直結式給水施行要領 

     直結直圧・増圧併用式：直結式給水施行要領 

     受水槽式：給水装置工事基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給水方式 

直 結 式 

受水槽式 

直結直圧式 

直結増圧式 

直結・受水槽併用式 

直結直圧・増圧併用式 
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（１） 直結式給水 

① 直結直圧式給水 

   配水管のもつ水量、水圧等の供給能力の範囲で給水する方式である。 

 

止水栓

水道メーター

配水管

道路

給水管

私有地

境界

ストップバルブ

給水栓

 

② 直結増圧式給水 

配水管からの水圧により、増圧ポンプに水を導き、ポンプによる増圧を行って直結

給水をする方式。 

図２－３ 直結増圧式給水の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－２ 直結給水の例 

道路 

境界 

私有地 

止水栓 

水道メータ 

給水管 

配水管 

ストップバルブ 

配水管 

仕切弁 水道メータ 

サドル付分水栓 
（φ75 は割Ｔ字管を使用） 

境界 

道路 私有地 

減圧式逆流防止装置 

増圧ポンプ 

1F 

2F 

3F 

4F 

5F 

6F 

7F 

給水栓 
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③ 直結直圧・増圧併用式給水 

直結直圧式により給水をする階層と、同形式では給水圧力が不足する階層に区分

し、後者には増圧ポンプを設け、直結増圧式給水により給水をする方式。 

図２－４ 直結直圧・増圧併用式給水の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 受水槽式給水 

① 建物の階層が多い場合または一時に多量の水を使用する場合に対して、配水管から

一旦受水槽に水を受け、この受水槽から給水する方式である。 

   受水槽式給水は、配水管の水圧が変動しても給水圧、給水量を一定に保持できること、

一時に多量の水使用が可能であること、断水時や災害時にも給水が確保できること、建

物内の水使用の変動を吸収し、配水施設への負荷を軽減すること等の効果がある。 

 

次のような場合には、受水槽式とすることが必要である。 

  ⅰ）需要者の必要とする水量、水圧が得られない場合。 

  ⅱ）災害時、事故等による水道の断減水時にも、給水の確保が必要な場合。 

ⅲ）一時に多量の水を使用するとき、または使用水量の変動が大きいときなどに、配

水管の水圧低下を引き起こすおそれがある場合。 

  ⅳ）配水管の水圧変動にかかわらず、常時一定の水量、水圧を必要とする場合。 

  ⅴ）有害薬品を使用する工場など、逆流によって配水管の水を汚染するおそれのある

場合。 

  ⅵ）機械装置等の冷却や洗浄用に使用する場合。 

  ⅶ）集合住宅（ただし、直結式給水事前協議を経たものを除く） 

 

サドル付分水栓 配水管 
（φ75 は割Ｔ字管を使用） 

減圧式逆流防止装置 

増圧ポンプ 

仕切弁 水道メータ 

道路 私有地 

境界 

1F 

2F 

3F 

4F 

5F 

6F 
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ⅷ）３階以上に給水設備のある建物（ただし、直結式給水事前協議を経たものを除

く）。 

ⅸ）その他、上下水道部が特に指定したもの 

＜対象となる建築物の例＞ 

   病院、飲食店、スーパーマーケット、宿泊施設、銭湯、遊技場、理美容院、学校、幼

稚園、保育所、工場、福祉施設、葬祭場、水冷式冷蔵庫使用の場合、メッキ処理槽、

クリーニング店等 

 

② 受水槽式給水の主なものは、次のとおりである。 

ⅰ）高置水槽式 

受水槽を設けて一旦これに受水したのち、揚水ポンプでさらに高置タンクへ汲み

上げる方式である。 

一つの高置タンクから使用上適当な水圧で給水できる高さの範囲は、10 階程度な

ので、高層建築物では、高置タンクや減圧弁をその高さに応じて多段に設置する必

要がある。 

ⅱ）圧力水槽式 

小規模の中層建築物に多く使用されている方式で、受水槽を設けて一旦これに受

水したのち、揚水ポンプで圧力タンクに貯え、その内部圧力によって給水する方式

である。 

ⅲ）ポンプ直送式 

小規模の中層建築物に多く使用されている方式で、受水槽を設けて一旦これに受

水したのち、使用水量に応じて加圧ポンプの運転台数の変更や回転数制御によって

給水する方式である。 
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図２－５ 受水槽式給水の例 

配水管
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圧力水槽式 ポンプ直送式 
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２－３ 計画使用水量の決定 

（１） 用語の定義  

① 計画使用水量の決定 

   計画使用水量とは、給水管の口径、受水槽容量といった給水装置系統の主要諸元を計

画する際の基礎となるものであり、建物の用途及び水の使用用途、使用人数、給水栓の

数等を考慮したうえで決定すること。 

   同時使用水量の算定に当たっては、各種算定方法の特徴をふまえ、使用実態に応じ

た方法を選択すること。 

   

② 同時使用水量とは、給水装置工事の対象となる給水装置内に設置されている給水用

具のうちから、いくつかの給水用具を同時に使用することによってその給水装置を流

れる水量をいう。すなわち、給水栓、給湯器等の給水用具が同時に使用された場合の使

用水量であり、瞬時の最大使用水量に相当する。一般に計画使用水量は、同時使用水量

から求められる。 

   

③ 計画一日使用水量とは、給水装置工事の対象となる給水装置に給水される水量であ

って、一日当たりのものをいう。計画使用水量は、受水槽の容量の決定等の基礎となる

ものである。 

 

（２） 計画使用水量の決定 

   計画使用水量は、給水管の口径、受水槽容量といった給水装置系統の主要諸元を計画

する際の基礎となるものであり、建物の用途及び水の使用用途、使用人数、給水栓の数

等を考慮したうえで決定すること。 

   同時使用水量の算定に当たっては、各種算定方法の特徴をふまえ、使用実態に応じた

方法を選択すること。 
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① 直結給水（１戸建て等）の計画使用水量 

同時に使用する給水用具を設定して計算する方法 

   同時に使用する給水用具数を表２－２から求め、その数だけ任意に同時使用する給

水用具を設定し、設定された給水用具の使用水量を足しあわせて同時使用水量を決

定する。 

    同時に使用する給水用具の設定に当たっては、使用頻度の高いもの（台所、洗面所、

給湯器、風呂等）を含める必要がある。 

     

表２－２ 同時使用率を考慮した給水用具数 

総給水用具数 同時使用率を考慮した給水用具数 

１ １ 

２～ ４ ２ 

５～１０ ３ 

１１～１５ ４ 

１６～２０ ５ 

２１～３０ ６ 
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表２－３ 給水用具の使用水量と対応する水栓の口径 

給水用具 
使用水量 

（ℓ／min） 

対応する 

水栓の口径

(mm) 

備  考 

台所流し (12)  12～40 13～20  

洗濯流し (12)  12～40 13～20  

洗面器 (8)   8～15 13  

浴槽(和式) (24)  20～40 13～20  

浴槽(洋式) (30)  30～60 20～25  

シャワー (8)   8～15 13  

小便器(洗浄水槽) (12)  12～20 13  

小便器(洗浄弁) (20)  15～30 13 1 回(4～6 秒)の吐出量 2～3ℓ 

大便器(洗浄水槽) (12)  12～20 13  

大便器(洗浄弁) (80)  70～130 25 1 回(8～12 秒)の吐出量 13.5～16.5ℓ 

手洗器 (8)   5～10 13  

消火栓(小型) (200)130～260 40～50  

散水栓 (15)  15～40 13～20  

洗車 (35)  35～65 20～25 業務用 

給湯器 (12)  12～32 13～20  

（ ）内の水量を平均使用水量として算出する。 

 

② 直結給水（集合住宅等）の計画使用水量 

ｉ）給水用具給水負荷単位による方法（テナントビル・事務所ビル等） 

一定規模以上の給水用具を有するテナントビル・事務所ビル等における水量を求

める方法である。 

給水用具給水負荷単位とは、給水用具の種類による使用頻度、使用時間及び多数の

給水用具の同時使用を考慮した負荷率を見込んで給水流量を求める方法である。 

同時使用水量の算出は、各種給水用具の給水用具給水負荷単位に給水用具数を乗

じたものを累計し、同時使用水量図（図２－６）を利用して同時使用水量を求める方

法である。 
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給水用具給水負荷単位表 

器 具 名 水 栓 
器具給水負荷単位 

公衆用 私室用 

大 便 器 洗 浄 弁 10 6 

大 便 器 洗 浄 タ ン ク 5 3 

小 便 器 洗 浄 弁 5 － 

小 便 器 洗 浄 タ ン ク 3 － 

洗 面 器 給 水 栓 2 1 

手 洗 器 給 水 栓 1 0.5 

医 療 用 洗 面 器 給 水 栓 3 － 

事 務 室 用 流 し 給 水 栓 3 － 

台 所 流 し 給 水 栓 － 3 

料 理 場 流 し 給 水 栓 4 2 

料 理 場 流 し 混 合 栓 3 － 

食 器 洗 流 し 給 水 栓 5 － 

連 合 流 し 給 水 栓 － － 

洗 面 流 し 給 水 栓 2 － 

（水栓 1 個につき）    

掃 除 用 流 し 給 水 栓 4 3 

浴 槽 給 水 栓 4 2 

シ ャ ワ ー 混 合 栓 4 2 

浴 室 一 そ ろ い 大便器が洗浄弁による場合 － 8 

浴 室 一 そ ろ い 大便器が洗浄タンクによる場合 － 6 

水 飲 器 水 飲 み 水 栓 2 1 

湯 沸 し 器 ボ ー ル タ ッ プ 2 － 

散 水 ・ 車 庫 給 水 栓 5 － 

（注）給湯栓併用の場合は、１個の水栓に対する器具給水負荷単位は上記の数値の 3/4 とする。 
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図２－６ 給水用具給水負荷単位による同時使用水量図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ この図の曲線①は、大便器洗浄弁の多い場合、曲線②は、大便器洗浄水槽の多い場合に

用いる。多い場合とは、50%以上を指す。 
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ⅱ）戸数から同時使用水量を予測する算定式を用い求める方法 

集合住宅＜ファミリータイプ＞ 

Ｑ＝42Ｎ0.33 （10 戸未満）      Ｑ：同時使用水量（ℓ/min） 

Ｑ＝19Ｎ0.67 （10 戸以上 600 戸未満） Ｎ：戸数 

 

戸数から求めた同時使用水量の早見表 

 

 

ⅲ）居住人数から同時使用水量を予測する算定式を用い求める方法 

集合住宅＜ワンルームタイプ＞ 

（１戸当たりの居住人数は２人とする。） 

Ｑ＝26Ｐ0.36   （30 人以下）      Ｑ：同時使用水量（ℓ/min） 

Ｑ＝15.2Ｐ0.51 （31 人以上）      Ｐ：人数（人） 

 

居住人数から求めた同時使用水量早見表 
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③ 受水槽式給水の計画使用水量 

   受水槽式給水における受水槽への給水量は、受水槽容量と使用水量の時間的変化を

考慮して定める。一般に受水槽への単位時間当たり給水量は、一日当たりの計画使用水

量を使用時間で割った水量とする。 

   計画一日使用水量は、建物種類別単位給水量・使用時間・人員を参考にするとともに、

当該施設の規模と内容、給水区域内における他の使用実態などを十分考慮して設定す

る。 

   計画一日使用水量の算定には、次の方法がある。 

 

 

ⅰ）使用人員から算出する場合 

   一人一日当たり使用水量（表２－４）×使用人員 

   集合住宅の一日当たり単位給水量及び使用人員は次のとおりとする。 

 単位給水量 使用人員 

3K 以上 200 ℓ/人 3.2 人 

2K～ 200 ℓ/人 2.5 人 

1 ルーム～ 350 ℓ/人 1.0 人 

 

 ⅱ）使用人員が把握できない場合 

   単位床面積当たり使用水量（表２－４）×延床面積 

 

ⅲ）その他 

   使用実績等による算出 

 

※ 表にない業態等については、使用実態及び類似した業態等の使用水量実績等を調査

して算出すること。 

   また、実績資料等がない場合でも、例えば用途別及び使用給水用具ごとに使用水量を

積み上げて算出する方法もある。 
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表２－４ 建物種類別単位給水量・使用時間・人員表 

建物種類 
単位給水量 

(一日当たり) 

使用 
時間 

(時/日) 
注   記 

有効面積当た

りの人員など 
備   考 

戸建て住宅 
集合住宅 
独身寮 

200～400ℓ/人 
200～350ℓ/人 
400～600ℓ/人 

10 
15 
10 

居住者 
1 人当たり 

0.16 人/ｍ２ 
0.16 人/ｍ２ 

 
 

官公庁 
事務所 

60～100ℓ/人 
 

9 在勤者 
1 人当たり 

0.2 人/ｍ２ 男子 50ℓ/人・女子 100ℓ/人、社員

食堂・シャワーなどは別途計算 

工場 60～100ℓ/人 操業 
時間 
＋１ 

在勤者 
1 人当たり 

座作業 0.3 人/ｍ２ 

立作業 0.1 人/ｍ２ 
男子 50ℓ/人・女子 100ℓ/人、社

員食堂・シャワーなどは別途

計算 
総合病院 1,500～3,500ℓ/床 

30～60ℓ/ｍ２ 
16 延べ面積 

１㎡当たり 
 設備内容等により詳細に検討

する 
ホテル全体 
ホテル客室部 

500～6,000ℓ/床 
350～450ℓ/床 

12 
12 

  同上 
客室部のみ 

保養所 500～800ℓ/人 10    
喫茶店 
 
 
飲食店 
 
 
社員食堂 
 
 
給食センター 

20～35ℓ/客 

55～130ℓ/店舗ｍ２ 

55～130ℓ/客 

110～530ℓ 

/店舗ｍ２ 

 

 20～50ℓ/食 

80～140ℓ/店舗ｍ２ 

 

20～30ℓ/食 

10 
 
 

10 
 
 

10 
 
 

10 

 店舗面積には 

厨房面積を含む 

 
同上 

 
 

同上 

厨房で使用される水量のみ 
便所洗浄水などは別途加算 
 
同上 
定期的には軽食・そば・和食・

洋食・中華の順に多い 
同上 
 
 
同上 

デパート・スーパ

ーマーケット 
 15～30ℓ/ｍ２ 10 延べ面積 

１㎡当たり 
 従業員分・空調用水を含む 

小・中学校 
普通高等学校  
 
大学講義棟 

70～100ℓ/人 
 
 

2～4ℓ/ｍ２ 

9 
 
 

9 

(生徒＋職員） 
1 人当たり 
 
延べ面積 
１㎡当たり 

 教師・従業員分を含む 
プール用水（40～100ℓ/人）は

別途加算 
実験・研究用水は別途加算 

劇場・映画館 25～40ℓ/ｍ２ 
0.2～0.3ℓ/人 

14 延べ面積 
１㎡当たり 
入場者 
１人当たり 

 従業員分・空調用水を含む 

ターミナル駅 
 
普通駅 

10ℓ/1000 人 
 

3ℓ/1000 人 

16 
 

16 

乗降者 
1,000 人当たり 
 
乗降者 
1,000 人当たり 

 列車給水・洗車用の水は別途

加算 
従業員分・多少のテナント分

を含む 

寺院・教会 10ℓ/人 2 参加者 
１人当たり 

 常住者・常勤者分は別途加算 

図書館 25ℓ/人 6 閲覧者１人当たり 0.4 人/ｍ２ 常勤者分は別途加算 

 

 
注１）単位給水量は設計対象給水量であり、年間１日平均給水量ではない。 

 ２）備考欄に特記のない限り、空調用水、冷凍機冷却水、実験・研究用水、プロセス用水、プール・サウナ用水などは別

途加算する。 
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２－４ 給水管の口径の決定 

  給水管の口径は、配水管の水圧において計画使用水量を十分に供給できるもので、かつ

給水管内の水の停滞による水質の悪化を防止する観点から、使用量に対し著しく過大

でないことが必要である。 

   給水管を新設する場合の最小口径は 20 ㎜とする。 

 口径は、給水用具の立ち上がり高さと計画使用水量に対する総損失水頭を加えたも

のが、配水管の計画最小動水圧の水頭以下となるよう計算によって定める。ただし、将

来の使用水量の増加、配水管の水圧変動等を考慮して、ある程度の余裕水頭を確保して

おく必要がある。 

 さらに、給水管内の流速は、過大にならないよう配慮することが必要である。（空気

調和・衛生工学会では 2.0m/s 以下としている。） 

   

（１）計画最小動水圧 

  計画最小動水圧は 0.196MPa（2.0kgf/cm2）とすること。 

 

（２）余裕水頭 

  余裕水頭は 5.0ｍとすること。 

 

図２－７ 動水勾配線図 
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（３）口径決定の手順 

  給水管の口径は、まず給水用具の所要水量を設定し、次に同時に使用する給水用具を

設定し、管路の各区間に流れる流量を求める。次に口径を仮定し、その口径で給水装置

全体の所要水頭（余裕水頭を含む）が、配水管の計画最小動水圧の水頭以下であるかど

うかを確かめ、満たされている場合は、それを求める口径とする。 

 

図２－８ 口径決定の手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各給水用具の所要水量の設定 

同時使用給水用具の設定 

各区間流量の設定 

口径の仮定 

給水装置末端からの水理計算 

各区間の損失水頭 

各区間の所要水頭 

各分岐点の損失水頭 

給水装置全体の所要水頭 

（余裕水頭を含む）が配水管の計画

最小動水圧の水頭以下である 

終 了 

ＮＯ 

ＹＥＳ 
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（４）損失水頭 

  損失水頭には、管の流入、流出口における損失水頭、管の摩擦による損失水頭、水道

メータ、給水用具類による損失水頭、管の曲がり、分岐、断面変化による損失水頭等が

ある。 

  これらのうち主なものは、管の摩擦損失水頭、水道メータ及び給水用具類による損失

水頭であって、その他のものは計算上省略しても影響は少ない。 

 ① 給水管の摩擦損失水頭 

   給水管の摩擦損失水頭の計算は、口径 50 ㎜以下の場合はウエストン（Weston）公

式により、口径 75 ㎜以上についてはヘーゼン・ウィリアムス（Hazen‐Williams）

公式による。 

  ｉ）ウエストン公式（口径 50 ㎜以下の場合） 

 

 

 

Ｑ ＝  
πＤ2 

・ Ｖ 
4 

 

 ｈ：管の摩擦損失水頭（ｍ） 

   Ｖ：管の平均流速（ｍ/sec） 

   Ｌ：管の長さ（ｍ） 

   Ｄ：管の口径（ｍ） 

   ｇ：重力の加速度（9.8ｍ/sec2） 

   Ｑ：流量（ｍ3/sec） 

 

  ⅱ）ヘーゼン・ウィリアムス公式（口径 75 ㎜以上の場合） 

 

   ｈ ＝  10.666・Ｃ－1.85・Ｄ－4.87・Ｑ1.85・Ｌ 

   Ｖ ＝  0.35464・Ｃ・Ｄ0.63・Ｉ0.54 

   Ｑ ＝  0.27853・Ｃ・Ｄ2.63・Ｉ0.54 

 

   Ｉ：動水勾配＝ｈ/Ｌ×1000 

   Ｃ：流速係数 

 

埋設された管路の流速係数の値は、管内面の粗度と管路中の屈曲、分岐部等の数

及び通水年数により異なるが、一般に新管を使用する設計においては、屈曲部損失

などを含んだ管路全体として 110、直線部のみの場合は 130 が適当である。 

ｈ ＝ (0.0126+ 
0.01739-0.1087Ｄ 

）・ 
Ｌ 

・ 
Ｖ2 

Ｖ  Ｄ ２ｇ 
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② 各種給水用具類などによる損失水頭の直管換算長 

   直管換算長とは、水栓類・水道メータ・管継手部等による損失水頭が、これと同口径

の直管の何メートル分の損失水頭に相当するかを直管の長さで表したものをいう。 

 

表２－５ 器具類損失水頭の直管換算長 

       口径（㎜） 

種別 
13 20 25 40 50 75 

エルボ 
90° 0.6  0.75  0.9  1.5  2.1  3.0  

45° 0.36  0.45  0.54  0.9  1.2  1.8  

チーズ 
分流 0.9  1.2  1.5  2.1  3.0  4.5  

直流 0.18  0.24  0.27  0.45  0.6  0.9  

仕切弁 0.12  0.15  0.18  0.30  0.39  0.63  

玉形弁 4.5  6.0  7.5  13.5  16.5  24.0  

逆流防止弁(スイング型) 1.2  1.6  2.0  3.1  4.0  5.7  

単式逆流防止弁 2.2 4.4 4.6  7.8  8.8 16.5 

メータ 3.0  8.0  12.0  20.0  25.0  40.0  

給水栓・Ｍ型止水栓 3.0  8.0  8.0  17.0  20.0    

伸縮ボール止水栓 0.3 0.5 0.5 0.7 1.4  

鋳鉄管用曲管 
90°           1.5  

45°             

接合または分岐 0.5  0.5  0.5  1.0  1.0   

異径接合 0.5  0.5  0.5  1.0  1.0   

アングル弁 2.4 3.6 4.5 6.6 8.4 12.0 

分水栓・割Ｔ字管  0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 

Ｙ型ストレーナー 1.38 2.18 3.00 5.47 8.00 14.11 

定水位弁  21.1 22.8 40.2 49.7 58.0 

定流量弁 9.8 16.0 31.4 86.3 106.6 138.1 

ヘッダー 2.6 4.1     

減圧式逆流防止器  38.2 44.2 73.8 94.0 91.2 
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図２－９ ヘーゼン・ウイリアムス公式の流量図 
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図２－１０ ウエストン公式による給水管の流量図 
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２－５ メータ口径の決定 

 

（１）メータ口径の決定は、計画使用水量、給水方式等の使用実態に適したメータを使用す

る必要があるため、原則として計画水量に基づき水道メータ型式別使用流量基準によ

り決定する。    

なお、メータ口径は基本的に給水管と同口径のものを設置しなければならない。 

 

表２－６ 水道メータ型式別使用流量基準 

呼び径 

適正使用 

流量範囲 

（㎥/h） 

一時的使用の 

許容流量（㎥/ｈ） 

一日当たりの 

使用量（㎥/日） 
月間 

使用量 

（㎥/月） 

10 分/日 

以内の 

場合 

1 時間/日 

以内の場

合 

1 日使用

時間の合

計が 5 時

間のとき 

1 日使用時

間の合計

が 10 時間

のとき 

1 日 24

時間使

用のとき 

接線流 

φ13 0.1  ～  1.0 2.5 1.5 4.5 7 12 100 

φ20 0.2  ～  1.6 4 2.5 7 12 20 170 

φ25 0.23 ～  2.5 6.3 4 11 18 30 260 

φ40 0.5  ～  4.0 10 6 18 30 50 420 

たて型 

φ50 1.25 ～ 17.0 50 30 87 140 250 2600 

φ75 2.5  ～ 27.5 78 47 138 218 390 4100 

φ100 4.0  ～ 44.0 125 74.5 218 345 620 6600 

 

（２）一般住宅のメータ口径は、表２－７のとおり給水栓数により決定する。 

 

表２－７ 一般住宅の水栓数に対するメータ口径 

水栓数 1～5栓 1～10栓 1～20 栓 

メータ口径

（㎜） 
φ13 φ20 φ25 

※ メータ口径 13㎜は、既設給水管が口径 13 ㎜の場合のみ適用する。 

      新設工事の最小メータ口径は口径 20㎜とする。 
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２－６ 給水管の管径均等表 

  給水装置において、主管と分岐する枝管との関係を参考として推測する場合は、次の略

計算式及び表２－８管径均等表を用いるのが便利である。 

 

       N＝（D／d） 2/5           

        N；枝管の数   D；主管の直径（㎜）  d；枝管の直径（㎜） 

 

表２－８ 管径均等表 

枝管径 

主管径 
13 ㎜ 20 ㎜ 25 ㎜ 40 ㎜ 50 ㎜ 75 ㎜ 100 ㎜ 

13 ㎜ 1.00       

20 ㎜ 2.93 1.00      

25 ㎜ 5.12 1.74 1.00     

40 ㎜ 16.60 5.65 3.23 1.00    

50 ㎜ 29.01 9.88 5.65 1.74 1.00   

75 ㎜ 79.94 27.23 15.58 4.81 2.75 1.00  

100 ㎜ 164.11 55.90 32.00 9.88 5.65 2.05 1.00 

150 ㎜ 452.24 154.04 88.18 27.23 15.58 5.65 2.75 

 

（注）口径 75 ㎜の主管は、口径 20 ㎜の枝管 27.23 本分相当の水量を流す。 

すなわち、口径 75 ㎜管 1 本と口径 20 ㎜管 27.23 本とは流量において等しいことを

示している。 
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２－７ 計算例 

【例題１】 

次のような６ヶ所に給水用具を設ける給水装置の計画使用水量を求めよ。 

給水用具 水栓口径（mm） 

大便器（洗浄水槽） 13 

浴槽（和式） 13 

台所流し 13 

洗面器 13 

散水栓 13 

洗濯流し 13 

 

〔解答〕 

 水栓が 6 個であるので、表２－２により同時に使用する数は 3 個となる。この 6 個

の内で使用頻度の高い 3 個を使用するものとして計画使用水量を求める。 

給水用具 水栓口径

（mm） 

同時使用の有無 計画使用水量 

（ℓ／min） 

大便器（洗浄水槽） 13 使用 12（12～20） 

浴槽（和式） 13 使用 24（20～40） 

台所流し 13  12（12～40） 

洗面器 13  8（8～15） 

散水栓 13  15（15～40） 

洗濯流し 13 使用 12（12～40） 

                （ ）の数値は標準的な使用水量の範囲 

上表より、同時使用の３栓から 

Q＝12+24+12＝48ℓ／min 
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【例題２】 

 受水槽式による集合住宅（3LDK）40 戸の場合、受水槽容量及び給水管口径を求めよ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔解答〕 

１．計画一日使用水量 

集合住宅（3LDK） 200ℓ /人×3.2 人/戸×40 戸＝ 25,600 ℓ/日（15 時間使用） 

２．受水槽の容量決定 

   １）受水槽の有効容量 

受水槽の有効容量は、計画一日使用水量の 5/10 とする。 

            25,600 ℓ × 5 / 1 0 ＝ 12,800 ℓ 

           12,800 ℓ ÷ 1000 ＝ 12.8 ㎥  

  ２）受水槽容量 

      たて 2.0 ｍ×よこ 4.0 ｍ×高さ 2.0 ｍ＝ 16.00 ㎥ ＞ 12.80 ㎥ 

３．メータ口径の決定 

計画使用水量  25.60 ㎥/日 

   計画使用水量  25.60 ㎥/日 ＝ 1.71 ㎥/ｈ＝ 0.48 ℓ/sec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
水道メータ型式別使用流量基準表により、使用水量を満足するメータ口径を口径 25 ㎜
と仮定する。 

φ13 0.1  ～  1.0 2.5 1.5 4.5 7 12 100

φ20 0.2  ～  1.6 4 2.5 7 12 20 170

φ25 0.23 ～  2.5 6.3 4 11 18 30 260

φ40 0.5  ～  4.0 10 6 18 30 50 420

φ50 1.25 ～ 17.0 50 30 87 140 250 2600

φ75 2.5  ～ 27.5 78 47 138 218 390 4100

φ100 4.0  ～ 44.0 125 74.5 218 345 620 6600

接線流

たて型

適正使用
流量範囲
（㎥/h）

月間
使用量

（㎥/日）

1日使用時
間の合計
が5時間
のとき

1日使用時
間の合計
が10時間

のとき

1日24時
間使用の

とき

呼び径

一時的使用の
許容流量（㎥/h）

一日当たりの
使用量（㎥/日）

10分/日
以内の場合

1時間/日
以内の場合

月 
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4．補給水量 

  １）補給水量 ＝ 0.48 ℓ / sec 

 

  ２）直管換算長算出 

    管口径より各器具の直管換算長を算出 

  

         口径(mm)   数量  × 直管換算長 （m） 

     分岐       φ25    1   × 0.5   ＝   0.5  

     エルボ      φ25   12   × 0.9   ＝  10.8 

     Ｍ型止水栓    φ25    1   × 8.0   ＝   8.0 

     メータ      φ25    1   ×12.0   ＝  12.0 

     チーズ（直）   φ25    1   × 0.27    ＝   0.27 

チーズ（分）   φ25    1   × 1.5    ＝   1.5 

     玉形弁      φ25    1   × 7.5   ＝   7.5 

     Y 型ストレーナー φ25    1   × 3.0   ＝   3.0 

     定水位弁     φ25    1   ×22.8   ＝  22.8 

     給水管の延長                   ＝  45.9  

       ＝  112.27 

L(直管換算長) ＝ 112.27m 

 

  ３）動水勾配 

Ｉ＝Ｈ÷Ｌ×1000         

          Ｈ： 設計水圧 20m－（ 配水管芯深さ ＋ 立上り ＋ 余裕水頭 ）  

Ｌ： 直管換算長（m） 

 

  ＝{  20 － （ 1.0 ＋ 3.2 ＋ 5.0 ）}÷ 112.27 × 1000 

  ＝ 96.1 0/00 

 

5．口径決定 

流量表により、口径 25mm での流量は、0.66 ℓ / sec となり、補給水量 0.48 ℓ / sec よ

り大きいので、口径を 25mm に決定する。  
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【例題３】 

図に示す一般住宅の給水管の口径を決定せよ。ただし、この住宅の水栓は全部で７栓

（内 1 栓は 2 階のトイレ）である。 

設計水圧   20 m 

1F 洗面  8ℓ／min 

1F 台所  12ℓ／min 

2F トイレ 12ℓ／min 

余裕水頭   5m 

とする。 

配水管芯深さ＝1.0m 
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〔解答〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総損失水頭 7.47ｍ 

配水管から給水栓までの高さ 4.7ｍ（配水管芯深さ 1.0ｍ＋立上り 2.9ｍ＋給水高さ 0.8ｍ） 

よって、20.00-(7.47+4.70)=7.83ｍ ≧ 5.00ｍ 

以上のように余裕水頭 5.0m より大きいので、この配管口径で給水可能となります。 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

３．給水装置工事の手続き 
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３．給水装置工事の手続き 

３－１ 給水装置工事の申し込み 

   給水装置の新設、改造、修繕（軽微な変更は除く。）及び撤去に関する工事をしよう

とする者は、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。 

   また、流末装置工事についても給水装置工事と同様に管理者に申し込み、その承認を

受けなければならない。 

   給水装置工事の手続きは、申込者から委任を受けた指定業者が行なうこと。 

 

（１）申込書類の作成 

   申込者から委任を受けた指定業者は、申込者に条例及び関連規程の内容を十分説明し

必要な書類の作成を行うこと。 

作成した書類は、申込者の了解を得たうえで提出すること。 

 

（２）提出書類 

指定業者は、次に掲げる書類のうち必要な書類を提出すること。 

表３－１ 提出書類一覧表 

 提出書類 備考 

1 給水装置工事申込書・しゅん工図（様式‐1）  

2 
建築確認書（写） 
※付近見取図添付のこと 

新築家屋の場合 

3-1 水道管布設承諾書（様式‐2-1）  

3-2 給水装置設置に関する誓約書（様式‐2-2） 
※民法（明治 29 年法律第 89 号）第 213
条の 2又は第 213条の 3に該当する場合 

4 水道管撤去工事承諾書（様式‐3）  

5 水量計算書 一般住宅（2 階建）は除く 

6 着工届（様式‐4） 掘削工事を行なう場合 

7 完成届（様式‐5） 掘削工事を行った場合 

8 しゅん工検査依頼書（様式‐6）  

9 工事写真 掘削工事を行った場合 

10 
給水工事設計変更・工事中止・申込取消届 
（様式‐7） 

 

11 還付申請書（様式‐8）  

12 掘削工事書類（様式‐9・10・11） 掘削工事を行なう場合 

13 給水装置変更届（配水管工事基準参照） 止水栓止工事の場合 
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（３）設計審査  
   設計審査は、給水装置工事の適正な施行を確保するため、工事着工前に給水装置の構

造、使用材料等が給水装置工事基準に適合しているか確認するために行うものである。 
 

（４）市納付金の納入  

申込者は、加入金及び手数料等の市納付金を工事着工までに納入しなければならない。 

 

（５）道路等掘削工事に係る許可申請 

   道路等掘削工事を行う場合は、道路法・道路交通法・河川法その他法規等の規定によ

り必要な許可申請を行いその許可を受けなければならない。 

   許可申請に係る図面等は、指定業者が作成するものとする。 

   道路占用及び道路使用許可については、３－２道路掘削工事の手続きを参照すること。 

   その他、必要な許可申請については、上下水道部の指示によること。 

 

（６）分岐立会 

   分岐工事等を行うときは、前日までに着工届を提出しなければならない。 

なお、夜間工事の場合は、日程調整をしなければならない。 

   分岐立会は、配水管からの分岐及びメータまでの配管等が工事基準に適合し施工され

ていることの確認を行う。 

 

（７）工事の取消し 

   工事を取消す場合は、給水装置工事設計変更・工事中止・申込取消届を管理者に提出

しなければならない。 

   また、すでに市納付金を納付している場合、還付申請書を提出し還付を受けること。 

 

（８）しゅん工検査 

工事が完成し、しゅん工検査を受けようとするときは、しゅん工検査依頼書を提出し

日程の調整を行わなければならない。 

しゅん工検査依頼書には、しゅん工図・工事写真等検査に必要な書類を添付すること。 

なお、主任技術者はしゅん工検査に立会わなければならない。 

 

（９）しゅん工検査後の手続き 

   しゅん工検査後は、速やかに上下水道部が発行する検査済書を宇治市水道工事受付セ

ンターに持参し使用用途の変更等の手続きを行うこと。 

 

（10）舗装本復旧工事 

   舗装本復旧工事が完成すれば、完成届を提出すること。なお、完成届には、工事写真

を添付すること。 
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（11）臨時工事用給水の申し込み 

   各種工事用に給水が必要な場合、必ず給水装置工事申込書等の提出を行い使用するこ

と。 

（12）給水装置工事のフロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事前調査 

給水装置工事申込書提出 

道路掘削工事に係る書類提出 

設計審査・市納付金算出 

市納付金納入 

工事着工 

工事完成 

しゅん工検査 

水道メータ設置・使用用途の変更 

舗装本復旧工事 

分岐立会 

道路占用許可申請 

道路使用許可申請 

上下水道部 

指定業者 

（道路掘削工事がある場合） 
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３－２ 道路掘削工事の手続き 

（１）道路掘削工事提出書類 

道路掘削工事を行なう場合、指定業者は、次に掲げる書類を作成し宇治市水道工事受付

センターに提出すること。 

表３－２ 道路掘削工事提出書類一覧表 

 提出書類一覧 
提出部数 

国道 府道 市道 私道 

1 
給水装置工事申込書のコピー 

 新設工事以外は水栓番号を記入 
1 1 1 1 

2 
給水工事連絡表（様式‐9） 

※印部のみ記入 
1 1 1 1 

3 

道路復旧工事届（様式‐10） 

 「指定給水装置工事事業者」欄には必ず社印を捺印 

※印部のみ記入 

1 1 1 1 

4 舗装復旧断面図  6   

5 現場写真（3方向）  4   

6 
給水工事位置図 

 申請地・工事施工箇所の明示（住宅地図のコピー可） 

5 

（6） 

9 

(6) 

7 

(5) 

5 

(3) 

7 

道路占用掘削申請図（様式‐11）  

（新設は赤、撤去は黄で明示する） 

・平面図 

道路幅、側溝幅、配水管位置・口径 

給水管引込位置(撤去位置) 

掘削幅の距離（面積）       

・縦断図・横断図 

 道路幅、掘削延長、配水管位置・口径 

 給水管口径  

 

7 

（6） 

 

9 

（6） 

9 

(5) 

7 

(3) 

8 

安全対策図 

・工事箇所及び工事看板・交通整理員・工事車両の

配置を記入 

※ 規制範囲が 2箇所以上となる場合、それぞれの

安全対策図を提出すること 

5 

（6） 

7 

(6) 

5 

(3) 

5 

(3) 

9 工程表 4 － － － 

10 緊急時連絡表 4 － － － 

11 前回の許可書 (1) (1) (1) (1) 

12 理由書 (4) (4) (3) (1) 

 

を記入 

を記入 

・期間変更の場合は 6，7，8，11，12 の必要部数（ｶｯｺ内数字）が必要です。 
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（２）道路占用許可申請 

給水管を公道に布設する場合は、道路法第３２条の定めにより事前に道路管理者に対し

道路占用許可申請を行いその許可を受けなければならない。 

道路占用許可申請は、指定業者より提出された書類をもとに上下水道部が申請書を作成

し申請を行なう。 

 

（３）道路使用許可申請 

  道路（公道・私道）を掘削する場合は、道路の一部を使用することが必要であり、道路

交通法第７７条の定めにより宇治警察署長に対し道路使用許可申請を行いその許可を受

けなければならない。 

  道路使用許可申請は、施工者である指定業者が責任をもって行なうこと。また許可書の

写しを宇治市水道工事受付センターに提出すること。 

 

（４）道路工事の届出 

  工事に伴う道路規制により、消防隊の通行その他消火活動に支障を及ぼす恐れのある場

合は、宇治市火災予防条例第４５条第５号の規定に基づき、道路工事届出書を所轄消防署

に提出すること。 

  工事に伴い、路線バス運行、ゴミ収集等に支障をきたす場合は事前に関係機関と打合せ

を行なっておくこと。 

 

（５）道路工事の着工 

  道路占用許可・道路使用許可等を取得するまでは、理由を問わず着工してはならない。 
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（６）道路占用許可等申請手続きフロー 

 ① 公道の場合 

宇治市水道工事受付センターに道路掘削書類を提出 

      ↓ 審査・処理 

宇治市水道工事受付センターから警察協議書を受理 

↓ 

道路使用許可申請書を作成し、警察署へ申請（警察協議書添付） 

      ↓ 確認・処理 

警察署から道路使用許可書・警察協議回答書を受理 

↓ 

宇治市水道工事受付センターに道路使用許可書の写し、警察協議回答書提出 

      ↓ 確認・処理 

宇治市水道工事受付センターから道路占用許可書の写しを受理 

↓ 

工事着工 

 

 ② 私道の場合 

宇治市水道工事受付センターに道路掘削書類を提出 

      ↓ 審査・処理 

道路使用許可申請書を作成し、警察署へ申請 

      ↓ 確認・処理 

警察署から道路使用許可書を受理 

↓ 

宇治市水道工事受付センターに道路使用許可書の写しを提出 

↓ 

工事着工 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

４．給水装置図面作成 
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４．給水装置図面作成 

給水装置図面は、給水する家屋への給水管布設状況などを図示するものであり、給水装

置の適切な維持管理を行うための資料として使用するため、明確かつ容易に理解できるよ

うに正確に作成しなければならない。 

４－１ 給水装置図面の種類 

（１）付近見取図  

給水（申込）家屋の位置及び付近の状況等を図示したもの。 

（２）平面図 

道路及び建築平面図に給水装置及び配水管の位置を図示したもの。 

（３）立面図 

給水管の配管状況等を立体的に図示したもの。 

（４）詳細図 

平面図で表すことのできない部分を別途詳細に図示したもの。 

 

４－２ 作図 

（１）付近見取図  

① 給水（申込）地の位置を赤で記入すること。 

② 付近の状況及び主要な建物等を記入すること。 

③ 隣接地（両隣）の水栓番号を記入すること。  

（２）平面図 

① 方位を記入し、原則として北を上として記入すること。 

② 縮尺は、1/100～1/200 の範囲で適宜作成すること。 

③ 配水管の管種・口径及び位置を記入すること。 

④ 布設する管の管種・口径・延長及び位置を記入すること。 

なお、配管は赤で記入すること。 

⑤ 給水栓等給水用具の取付位置を記入すること。 

 ⑥ 隣接敷地との境界線を記入すること。 

（３）立面図 

 ① 給水管及び配水管の単位は㎜とし、単位記号はつけない。 

配管延長の単位はｍとし、単位記号はつけない。表示は小数第 1 位までとする。 

② 管種・管類等の表示は所定の記号を用いること。 

  ③ 水栓類の名称を記入すること。 

 （４）詳細図 

 ① 平面図で表すことのできない部分を縮尺の拡大により、詳細に図示すること。 
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４－３ 管類表示記号 

管及び弁栓類の表示は、下記の記号を用いる。 

（１）管・弁栓類の表示記号 
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（２）管種記号 

管  種 記 号 

ダクタイル鋳鉄管 DIP 

硬質塩化ビニルライニング鋼管 VLP 

硬質塩化ビニル管 VP 

耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HIVP 

鋳鉄管 CIP 

石綿セメント管 ACP 

鉛管 LP 

架橋ポリエチレン管 XPEP 

ポリブデン管 PBP 

水道配水用ポリエチレン管 PE 

 

（３）管種の色別・記号 

管  種 
記  号 

平面図 立面図 

ビニル管 （赤線） （黒線） 

鉛  管 （赤線） （赤線） 

その他 （赤線） （黒線） 

※ 既設管は上記記号を点線で表示する。また、ビニル管の場合は VP または HIVP の表

示をする。 
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（４）受水槽・ポンプ記号 

名  称 低 置 水 槽 高 置 水 槽 ポ ン プ 増圧ポンプ 

記号及び符号 
  

Ⓟ  

 

（５）水栓類記号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）給水栓類の表示記号（平面図） 

種 別 記 号 種 別 記 号 

給水栓類 
  

その他 
 

※その他とは特別な目的に使用されるもので、例えば湯沸器、ウォータークーラ、電子式自

動給水栓などをいう。 

 

（７）給水栓類の表示記号（立面図） 

種 別 記 号 種 別 記 号 種 別 記 号 

給水栓類 

  
シャワー

ヘッド 

 
フラッシ

ュバルブ 

 

ボール 

タップ 

 

その他 

  

 

BP 

横 

水 

栓 

自
在
水
栓
（
長
） 

自
在
水
栓
（
短
） 

衛
生
水
栓 

胴
長
横
水
栓 

小
便
器
洗
浄
水
栓 

カ
ッ
プ
リ
ン
グ
付

横
水
栓 

消 

火 

栓 

ボ
ー
ル
タ
ッ
プ 

立 

水 

栓 

フ
ラ
ッ
シ
ュ
バ
ル
ブ 

ア
ン
グ
ル
止
水
栓 

万 

能 

栓 

散 

水 

栓 



 

 
 
 
 

５．給水装置工事の施工 
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５．給水装置工事の施工 

５－１ 給水管の分岐 

給水管の分岐施工については、適切に作業ができる技能を有するものを従事させるこ

と。 

（１） 給水管の分岐 

① 配水管からの分岐の位置は、給水管の取り出し穿孔による管体強度の減少を防止  

すること、給水装置相互間の流量への影響により他の需要者の水利用に支障が生じるこ

とを防止すること等から、他の給水管の分岐位置及び配水管の継手位置から 30 cm 以

上離すこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

② ガス管など水道管以外の管との誤接続を行わないように、十分な調査を行い、明示テ

ープ、消火栓・仕切弁等の位置により配水管であることを確認し、施工すること。 

③ 原則として、１敷地への分岐は 1 箇所とする。 

ただし、２世帯住宅等で上下水道部が認めた場合はこの限りではない。 

④ 給水管は、口径 250 ㎜以下の配水管から分岐すること。 

⑤ 給水管の埋設方向は、道路縦断に対し、垂直・最短距離とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 給水管の口径は、給水管内の水の停滞による水質悪化の防止と付近の給水に及ぼす影

響を考慮して、当該給水装置による水の使用量に対し著しく過大でないこと。 
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⑦ 分岐は、配水管の直管部からとする。配水管の異形管及び継手からの分岐は、その構

造上的確な給水用具の取付が困難で、また材料使用上からも給水管の分岐は行わないこ

と。 

⑧ 給水管の最小口径は宅地内の止水栓まで口径 20 ㎜とする。 

⑨ 分岐には、配水管等の管種及び口径に応じたサドル付分水栓、割Ｔ字管、Ｔ字管を用

いること。 

⑩ 分岐に当たっては配水管等の外面を十分清掃し、サドル付分水栓等の給水用具の取り

付けはボルトの締め付けが片締めにならないよう平均して締め付けること。 

⑪ 穿孔機は、確実に取り付け、その仕様に応じたドリル、カッターを使用すること。 

⑫ 穿孔は、内面塗膜面等に悪影響を与えないように行うこと。 

⑬ 鋳鉄管からサドル付分水栓で分岐する場合は、穿孔部に密着型コアを取り付けること。 

⑭ サドル付分水栓及び割Ｔ字管は、取り付け後ポリエチレンスリーブを被覆すること。 

 

 

 

 

 

 

 

⑮ サドル付分水栓で分岐する場合は、HIVP との接続部分に伸縮可とう継手を使用する

こと。 

 

（２） 分岐の方法 

① 給水管の分岐の方法は、サドル付分水栓による分岐、割Ｔ字管またはＴ字管による分

岐に分類される。 

分岐口径は、配水管口径よりも小さい口径とし、特に受水槽式は、配水管口径の 2

段落ち以下とする。 

 

メータ口径（㎜） 分岐口径（㎜） 配水管口径（㎜） 分岐材料 

φ20～φ50 φ20～φ50 φ40～φ250 

サドル付分水栓（ボール式） 

JWWA  B 117 

PE 管用は PTC B 20 

φ75～φ200 φ75～φ200 φ100～φ250 
割Ｔ字管（V・ＶＫ型） 

またはＴ字管 
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（３）分岐穿孔工程 

① サドル付分水栓穿孔 

ⅰ）配水管の清掃 

ア．配水管のサドル付分水栓取付け位置を確認し、取付け位置の土砂及び錆等をウ

エス等できれいに除去し、配水管の管肌を清掃する。 

イ．配水管にポリエチレンスリーブが被覆されている場合は、サドル付分水栓取付

け位置の中心線より 20cm 程度離れた両位置を固定用ゴムバンド等により固定

してから、中心線に沿って切り開き、ゴムバンドの位置まで折り返し、配水管の

管肌をあらわす。 

 

ⅱ）サドル付分水栓の取付け 

ア．サドル付分水栓を取付ける前に、全開時にボール弁が通水口径内にはみ出して

いないか、パッキンが正しく取付けられているか、塗装面やねじ等に傷がないか

等、サドル付分水栓が正常かどうか確認する。 

イ．サドル付分水栓は、配水管の管軸頂部にその中心線がくるように取付け、給水

管の取出し方向及びサドル付分水栓が管軸方向から見て傾きがないか確認する。 

ウ．取付けに際し、パッキンの離脱を防止するためサドル付分水栓を配水管に沿っ

て前後に移動させてはならない。 

エ．サドル部分のボルトナットの締付けは、全体に均一になるよう左右交互に的確

に行う。 

オ．ステンレス製のボルトナットは、異物の噛み込みや無理なねじ込みによって不

具合を起こしやすいので、十分注意する。 

 

ⅲ）穿孔作業 

ア．穿孔機は、手動式及び電動式がある。 

イ．穿孔機は、製造メーカー及び機種等により取扱いが異なるので、必ず、取扱説

明書をよく読んで器具を使用する。 

ウ．サドル付分水栓の頂部のキャップを取外し、ボール弁の開閉を確認してからボ

ール弁を開く。 

エ．分岐口径及び規格に応じたカッターまたはドリルを穿孔機のスピンドルに取付

ける。 

オ．サドル付分水栓の頭部へパッキンを置き、その上に穿孔機を静かに載せ、袋ナ

ットを締付けてサドル付分水栓と一体になるように固定する。 

カ．サドル付分水栓の吐水部へ排水ホースを連結させ、ホース先端はバケツ等に差

し込み、下水溝等へは直接排水しない。 

キ．刃先が管面に接するまでハンドルを静かに回転し、穿孔を開始する。 
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ク．穿孔中はハンドルの回転が重く感じる。穿孔が終了するとハンドルの回転は軽

くなるが、最後まで回転させ、完全に穿孔する。 

ケ．穿孔が終わったらハンドルを逆回転して刃先をボール弁の上部まで確実に戻す。

このときスピンドルは最上部まで引き上げる。 

コ．ボール弁を閉め、穿孔機及び排水用ホースを取外す。 

サ．電動穿孔機は、使用中に整流花火を発する。また、スイッチの ON・OFF 時にも

花火を発するので、ラッカー、シンナー、ベンジン、都市ガス、LP ガス等、引

火または爆発するおそれのある場所では絶対使用しない。 

シ．電動穿孔機は、器具の使用時以外はスイッチを OFF の状態にし、コンセントか

ら電源プラグを外しておく。 

ス．配水管がビニル管及びポリエチレン管の場合は、それぞれ専用の穿孔機を使用

し、穿孔終了後切片を確認すること。 

 

ⅳ）密着型コアの取付け 

コア挿入機は、製造メーカー及び機種等により取扱いが異なるので、必ず取扱説明

書をよく読んで器具を使用する。 

 

② 割Ｔ字管による取出し 

配水管より口径 75mm 以上の給水管を断水せずに取出す場合に用いられる。 

作業は、割Ｔ字管取付け、不断水式鉄管穿孔機による穿孔繰作の順で行う。 

ⅰ）割Ｔ字管取付け 

ア．前の場合と同様、管を完全に露出させ、割Ｔ字管取付け部分の管表面を十分に

清掃・洗浄する。 

イ．管表面及び割Ｔ字管のゴムパッキンに濃い石けん水を塗布し、割片（通常、３

つ割となっている）を管体に沿わせてボルトで締付け、管体に完全に固定密着さ

せる。 

ウ．分岐口のある割片は水平に取付け、ボルトは片締めとならないよう各部平均に

締付ける。 

エ．割Ｔ字管には、割Ｔ字管自体に補助バルブを組込んだものを使うこと。 

 

ⅱ）穿孔機の取付け 

ア．穿孔機本体に所定の合フランジを取付け、主軸にセンタードリル付カッターを

接続した後、穿孔機の合フランジと割Ｔ字管の補助バルブ（フランジ形割Ｔ字管

使用の場合は水道用仕切弁）のフランジとをボルトで締付けた後、穿孔機を割Ｔ

字管に取付ける。 
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イ．この場合、穿孔機本体の保持は完全にし､下に台などをかませて割Ｔ字管に余

分な負担をかけないよう留意する｡ 

 

ⅲ）穿孔作業 

ア．割Ｔ字管の補助バルブ（フランジ形割Ｔ字管の場合は水道用仕切弁）を全開に

し､穿孔機の送りハンドルを右に回転し､センタードリル先端が管表面に当たっ

て止まるところまで主軸を送り出す。 

イ．穿孔機にフレキシブルシャフト及びエンジンを接続し､エンジンを始動させ送

りハンドルを静かに右（時計方向）に回転し､センタードリル付カッターを切り

込んでいく。 

ウ．カッターのセンタードリルが管を穿孔すると、合フランジの排水口より水が出

てくるので､以後の送りハンドル回転及びエンジン音に注意する｡ 

エ．エンジン音が変われば穿孔が終了したので、一度エンジンを止め、送りハンド

ルを右に回転し完全に穿孔が終わっているかを確認する｡ 

オ．確認が終われば、送りハンドルを反対（左）に回転してセンタードリル付カッ

ター及び主軸を戻し、補助バルブを閉止し、穿孔機を取外す｡ 

 

③ Ｔ字管による取出し 

Ｔ字管を用いて給水管を取出す場合は、配水管等を断水した後、Ｔ字管に相当する部

分の管を切断・撤去し、その部分にＴ字管及び継輪などを挿入して接合する｡この場合、

Ｔ字管取付部が管路の弱点となるから接合及び埋戻し作業は、特に丁寧に施工する。 

工事完了後の通水に際しては、管内の洗浄・排水作業を十分に行う。 

 

５－２ 給水管の埋設深さ及び占用位置 

   給水管の埋設深さは、道路部分については 1.0ｍ以上とし、宅地部分にあっては 0.3

ｍ以上とすること。 

   道路部分に配管する場合は、その占用位置を誤らないようにすること。 

 
 

 

 

 

 




